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議案第３号 

 

 

我孫子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

我孫子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

令和７年６月２日提出 

 

我孫子市長 星 野 順一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

栄養士法の改正により、栄養士免許を取得せずに管理栄養士になることが可

能となったことを受け、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準が改正されたことから、条文を整備するため提案するものです。 
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我孫子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例  

我孫子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成 24年条例第 47号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（従業者の員数）  （従業者の員数）  

第 151条  略  第 151条  略  

２及び３  略  ２及び３  略  

４  第１項第１号の規定にかかわら

ず、サテライト型居住施設（当該施

設を設置しようとする者により設

置される当該施設以外の指定介護

老人福祉施設、指定地域密着型介護

老人福祉施設（サテライト型居住施

設である指定地域密着型介護老人

福祉施設を除く。第８項第１号及び

第 17項、次条第１項第６号並びに第

180条第１項第３号において同

じ。）、介護老人保健施設、介護医

療院又は病院若しくは診療所であ

って当該施設に対する支援機能を

有するもの（以下この章において

「本体施設」という。）との密接な

連携を確保しつつ、本体施設とは別

の場所で運営される指定地域密着

型介護老人福祉施設をいう。以下同

じ。）の医師については、本体施設

４  第１項第１号の規定にかかわら

ず、サテライト型居住施設（当該施

設を設置しようとする者により設

置される当該施設以外の指定介護

老人福祉施設、指定地域密着型介護

老人福祉施設（サテライト型居住施

設である指定地域密着型介護老人

福祉施設を除く。第８項第１号及び

第 17項、第 152条第１項第６号並び

に第 180条第１項第３号において同

じ。）、介護老人保健施設、介護医

療院又は病院若しくは診療所であ

って当該施設に対する支援機能を

有するもの（以下この章において

「本体施設」という。）との密接な

連携を確保しつつ、本体施設とは別

の場所で運営される指定地域密着

型介護老人福祉施設をいう。以下同

じ。）の医師については、本体施設
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の医師により当該サテライト型居

住施設の入所者の健康管理が適切

に行われると認められるときは、こ

れを置かないことができる。  

の医師により当該サテライト型居

住施設の入所者の健康管理が適切

に行われると認められるときは、こ

れを置かないことができる。  

５から 11まで  略  ５から 11まで  略  

12 指定地域密着型介護老人福祉施

設に指定短期入所生活介護事業所

又は指定介護予防サービス等の事

業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に

関する基準（平成 18年厚生労働省令

第 35号）第 129条第１項に規定する

指定介護予防短期入所生活介護事

業所（以下「指定短期入所生活介護

事業所等」という。）が併設される

場合においては、当該指定短期入所

生活介護事業所等の医師について

は、当該指定地域密着型介護老人福

祉施設の医師により当該指定短期

入所生活介護事業所等の利用者の

健康管理が適切に行われると認め

られるときは、これを置かないこと

ができる。  

12 指定地域密着型介護老人福祉施

設に指定短期入所生活介護事業所

又は指定介護予防サービス等の事

業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に

関する基準（平成 18年厚生労働省令

第 35号。以下「指定介護予防サービ

ス等基準」という。）第 129条第１

項に規定する指定介護予防短期入

所生活介護事業所（以下「指定短期

入所生活介護事業所等」という。）

が併設される場合においては、当該

指定短期入所生活介護事業所等の

医師については、当該指定地域密着

型介護老人福祉施設の医師により

当該指定短期入所生活介護事業所

等の利用者の健康管理が適切に行

われると認められるときは、これを

置かないことができる。  

13 指定地域密着型介護老人福祉施

設に指定通所介護事業所（指定居宅

サービス等基準第 93条第１項に規

定する指定通所介護事業所をいう。

13 指定地域密着型介護老人福祉施

設に指定通所介護事業所（指定居宅

サービス等基準第 93条第１項に規

定する指定通所介護事業所をいう。
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以下同じ。）、指定短期入所生活介

護事業所等、指定地域密着型通所介

護事業所又は併設型指定認知症対

応型通所介護の事業を行う事業所

若しくは指定地域密着型介護予防

サービス基準条例第５条第１項に

規定する併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の事業を行う事

業所が併設される場合においては、

当該併設される事業所の生活相談

員、栄養士若しくは管理栄養士又は

機能訓練指導員については、当該指

定地域密着型介護老人福祉施設の

生活相談員、栄養士若しくは管理栄

養士又は機能訓練指導員により当

該事業所の利用者の処遇が適切に

行われると認められるときは、これ

を置かないことができる。  

以下同じ。）、指定短期入所生活介

護事業所等、指定地域密着型通所介

護事業所又は併設型指定認知症対

応型通所介護の事業を行う事業所

若しくは指定地域密着型介護予防

サービス基準条例第５条第１項に

規定する併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の事業を行う事

業所が併設される場合においては、

当該併設される事業所の生活相談

員、栄養士又は機能訓練指導員につ

いては、当該指定地域密着型介護老

人福祉施設の生活相談員、栄養士若

しくは管理栄養士又は機能訓練指

導員により当該事業所の利用者の

処遇が適切に行われると認められ

るときは、これを置かないことがで

きる。  

14から 17まで  略  14から 17まで  略  

（看護小規模多機能型居宅介護計

画及び看護小規模多機能型居宅介

護報告書の作成）  

（看護小規模多機能型居宅介護計

画及び看護小規模多機能型居宅介

護報告書の作成）  

第 199条  略  第 199条  略  

２から７まで  略  ２から７まで  略  

８  第２項から前項までの規定は、同

項に規定する看護小規模多機能型

居宅介護計画の変更について準用

する。  

８  第２項から第７項までの規定は、

前項に規定する看護小規模多機能

型居宅介護計画の変更について準

用する。  

９及び 10 略  ９及び 10 略  
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附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 


